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BEPS 2.0 の紛争解決

―グローバルな課税の枠組みにおける実効的な紛争予防 /
解決の必要性―

中村　真由子＊1

要　　約
OECD/G20 の「BEPS 包摂的枠組み」において議論されていた経済のデジタル化に伴

う国際課税上の課題への対応については，第 1 の柱（市場国への新たな課税権の配分）
と第 2 の柱（グローバル・ミニマム課税）の 2 つの柱による解決策が合意された。第 2
の柱については各国で法制化が進み，我が国においても，2024 年 4 月 1 日以後に開始す
る事業年度から国際最低課税額に対する法人税制度の適用が開始する。しかし，新しい
国際課税に対応する紛争解決の枠組みについては未だ十分な整備がなされていないよう
に見受けられる。すなわち，第 1 の柱の利益 A に関する多国間条約には画期的な多国間
紛争予防 / 解決の仕組みが規定されているが，発効の見通しが不透明であり，利益 B に
ついてはこれに対応する新たな紛争予防 / 解決の取組みは想定されておらず，第 2 の柱
のグローバル・ミニマム課税については，解釈・適用の不一致が生じた場合の紛争解決
メカニズムの整備が十分でないように思われる。現状の相互協議の改善の取組みや ICAP
の仕組みも踏まえ，施行までの間にこの点に関する議論が進展することが期待される。

キーワード： 国際課税，BEPS 包摂的枠組み，経済のデジタル化に伴う課税上の課題，税の
安定性，紛争解決，相互協議，ICAP

JEL Classification：H25，K34

Ⅰ．はじめに

OECD/G20 を中心として進められたデジタ
ル経済に対応するための国際的な課税ルール
の見直しは，2021 年 11 月に約 140 か国・地
域が参加する BEPS 包摂的枠組み（Inclusive 
Framework）において 2 つの柱による解決策
の合意という形で結実した。うちグローバル・
ミニマム課税を実現する第 2 の柱については各

国の国内法制化が進み，我が国においても令和
5 年度税制改正により所得合算ルール（IIR）に
対応する国際最低課税額に対する法人税制度が
創設され，2024 年 4 月 1 日以後に開始する事業
年度から適用することとされている。市場国に
新たな課税権を与える第 1 の柱についても，進
捗が遅れているように見受けられたが，利益 A
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に関する多国間条約は，2023 年内の署名，2025
年までの発効を目指すこととされ 1），2023 年 10
月には多国間条約のテキストも公表された（そ
の後，署名式の予定は 2024 年 6 月末までに延
期されている）。

一方で，かかる新しい国際課税に対応する紛
争解決の枠組みについては未だ十分な整備がな
されていないのではないかというのが本稿の問
題意識である。Inclusive Framework で合意さ
れた 2 つの柱による解決策は，国際的な合意内
容に従った立法が各国で行われ，または条約の
締結手続が行われることとなるが，この内容に
各国の立法府が修正を加えることは想定されて
いない 2）。納税者の意見は，通常の民主主義の
プロセスにより立法府を通じて反映させるこ
とは不可能ということになり（納税者の意見
は，パブリック・コンサルテーションを通じて
OECD に直接インプットすることが期待され
ている 3）），また，デジタルサービス税（DST）
の廃止や実効税率を押し下げるインセンティブ
税制，重複する CFC 税制 4）の見直しなど，各
国独自の政策に基づく国内税制は削ぎ落とされ
ることとなる。これらのルールは，いったん国
内法制化されれば，各国の税務当局により執行
されることとなるが，特に各国の国内法により

1） OECD（2023a），2023 年 7 月 11 日公表。
2） なお，条約については国会の修正権はないものとして運用されており，租税条約の民主的統制のあり方に既

に課題があるとも考えられる。増井（2017），同（2020）参照。
3） 経団連など日本の経済界からも各パブリック・コンサルテーションで積極的に意見提出・申述がなされている。
4） 2023 年 7 月開催の OECD Tax Talks において 2 つの柱と同様のリスクに対処する既存の税制の整理 “De-

cluttering Corporate Income Tax” が OECD における今後のアジェンダとなり得ることが示されている。OECD
租税政策・税務行政センター局長の Manal Corwin 氏によれば，GloBE ルールにより現在の CFC 税制を継続す
るのか，変える必要があるのかは各国の判断次第としつつ，このプロジェクトにより，国際課税のルールにつ
いて重複がないか，GloBE ルールを踏まえた簡素化の検討がされるようである（T&A master 1005 号 4 頁参照）。
我が国の外国子会社合算税制見直しとの関係に触れるものとして，Masuda （2023）。

5） 主権国家の集合体に過ぎない国際社会において，国家管轄権の制約を伴う紛争解決手段の統一は，必ずしも
当然に望ましいとされる前提ではなく，現実的とも言えないが，本稿は，グローバルな経済活動に対して国家
間の合意により国際的な課税権の拡張を行うのであれば，国際課税紛争に対する納税者の権利救済手続の整備
を行うべきであり（谷口（2022），991 頁），かかる権利救済手続も含めた納税者の手続保障があってこそ，税務
行政への信頼確保に繋がるものと考えるものである（増井（2016），214 頁参照）。

6） なお，本稿は，2024 年 3 月 31 日までに公表された情報に基づき執筆したものである（校正の過程で接したアッ
プデートは可能な範囲で反映した。）。2 つの柱による新たな国際課税の枠組みに関する動向は今後も進展してい
くことが予測されるが，今後の展開を踏まえた分析については別の機会に譲ることと致したい。

実施されることが想定されている第 2 の柱のグ
ローバル・ミニマム課税については，各国の税
務当局でこれらの解釈の相違が生じた場合にこ
れを是正・統一する仕組みは必ずしも十分に担
保されていないように見受けられる。

税制の安定的な運用のためには，税務当局・
納税者双方にとって予測可能性が確保され，納
税者に対する不当な課税が行われた場合には権
利救済の手段が確保されていることが必要であ
り，適正な課税を行いつつグローバルな経済活
動を萎縮させず投資交流を促進することが求め
られる国際課税の分野においては，二重課税の
排除の確保が不可欠である。しかし，租税条約
における仲裁条項の導入国が限られているよう
に，義務的・拘束的な紛争解決手段は途上国・
新興国を中心に消極的な国も多く，国際課税の
世界で「法の支配」を貫徹し，各国の執行 / 紛
争解決のレベルまで統一しようとすることは，
必ずしも容易ではない 5）。このような制約の中
で，グローバルな課税の枠組みにおける納税者
の二重課税のリスク等に対してどのように実効
的な紛争予防 / 解決が可能かという点を検討し
ていきたい 6）。
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Ⅱ．2 つの柱による解決策における税の安定性への取組み

7） 荒木（2023）。

新たな国際課税の枠組みは，適用対象となる
多国籍企業・納税者のコンプライアンス負担を
増すものであり，予測可能性・法的安定性が確
保され，二重課税のリスクが排除されたもので
ある必要があることは，特に納税者側からの重
要な関心事項となっている。2 つの柱の実施に
より，各国の税務当局，特に市場国・新興国は
これらの点についても積極的な税務調査の対象
にすることが考えられ，仮に否認しようとする
場合の税務紛争は，1 か国の枠内にとどまるも
のではなく，多国間の税務当局を巻き込む紛争
に発展することが想定されるため，対応する場
合の納税者たる多国籍企業の負担はこれまでの
税務紛争よりも大きくなることが予想される7）。
第 1 の柱においても，第 2 の柱においても，そ
の実施を納税者への過剰な負担なく実現するた
め，税の安定性（Tax Certainty）への取組み
が重要な目的の一つとされているところ，本節
では，まず 2 つの柱において現状議論されてい
る紛争予防ないし紛争解決策を概観したい。

Ⅱ－１. 第 1 の柱における紛争予防 / 解決策
Ⅱ－１－１. 利益Ａに関する税の安定性の枠組み

利益 A については，市場国に新たな課税権
を与えるものであり，複数の市場国で同一の課
税対象を切り分けるものであるため，二重課税
を排除するために法的拘束力を有する紛争解決
メカニズムを設置する必要性が高いものと考え
られる。

利益 A に関する税の安定性の枠組みは，
2023 年 10 月に公表された多国間条約（MLC），
及び税の安定性の適用に関する合意（Under-
standing on  the Application of Certainty  for 
Amount A of Pillar One）に盛り込まれている。

これらのテキストには一部の論点に関して少数
の国の反対意見が付されており，最終化された
ものではないが，Inclusive Framework のこれ
までの合意内容を示すものであり，以下その内
容を記載する。

（１）利益 A に関する安定性の枠組み
利益 A に関しては，以下の 3 つのパネルに

よる確認制度及びこれらの手続において生じた
見解の不一致を解決するための拘束力のある
決定パネルが用意されている（MLC Part V，
Section 2）。

①　 対象範囲についての安定性レビュー
（Scope Certainty Review）：多国籍企業
が特定の期間において利益 A の対象範
囲に含まれるか否かを確認する制度

②　 事前の安定性レビュー（Advance Cer-
tainty Review）：事前確認（APA）と同
じく，一定期間の利益 A の適用方法に
関して事前に確認する制度

③　 包括的な安定性レビュー（Comprehensive 
Certainty Review）：利益 A に関する適
用全般について事後的に確認する制度。
確認結果は全ての締約国を拘束する。

多国籍企業が最終親会社所在地国の税務当局
（lead tax administration：LTA）に申請すると，
（a）初回の申請である場合等の一定の要件を満
たす場合はレビューパネルが設置され，LTA が
取りまとめ役となり一定の影響を受ける締約国
の税務当局が参加したレビューパネルにより，

（b）その他の場合には LTA により，レビューが
進められる。レビューパネルが合意に達し，リ
ストされた締約国（listed parties）又は影響を
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受ける締結国（affected parties）が合意する場
合は手続が終了するが，合意に至らない場合は，
決定パネルに送付され，解決されることとなる。

決定パネルは，利益 A に関する紛争を，税
務調査や相互協議によることなくパネル内で完
全に解決することとされており，レビューにお
いて見解の不一致が生じた事案は決定パネルに
付託される。決定パネルは，独立した専門家 3
名，締約国の政府職員から 3 名，その 6 名の合
意により選定された議長 1 名の合計 7 名のメン
バーで構成され 8），レビューに参加した当事者
から提示された複数の解決案の中から事案を解
決することとなる。かかる解決案についてパネ
ル構成員全員の合意が得られない場合は，過半
数の構成員が最も適切と考える解決案が採択さ
れ，過半数が支持する解決策が存在しない場合
は，各構成員が最も適切と考える解決策に順位
を付け，過半数が選好する解決策が現れた場合
はその解決策を，現れない場合は支持が少ない
解決策を排除するプロセスを続け，最後に残っ
た解決策が採択されることとなる（MLC27 条
6 項，附属書 F Section 2）。

これらの手続は，いずれも MLC 及び税の安
定性の適用に関する合意において明確なタイム
ラインが設定されているため，仮に決定パネル
に進んだ場合においても，レビュー開始から安
定性確保までの標準的な期間は，対象範囲につ
いての安定性レビューについて約 18-21 か月，
事前の安定性レビューについて約 21-24 か月，
包括的な安定性レビューについて約 24-27 か月
となることが想定されている 9）。

なお，これらの確認制度の利用はいずれも多
国籍企業による利用手数料（tax certainty user 
fee）の支払いが必要とされている（MLC22 条
1 項，23 条 1 項及び 2 項）。

8） 合意に至らない場合は，候補者の中からランダムに選ばれた独立専門家が議長となる。MLC28 条 1 項。
9） 但し，初回の申請の場合の審査期間は 90 日増加する等，一定の要素により期間は変動し得る。 OECD “The 

Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One– Factsheets, October 2023,”page 15 参照。

（２）利益 A に関連する論点についての紛争解
決の仕組み
利益 A は，既存の国際課税の制度と共存す

るため，利益 A の計算に影響を与える移転価
格や恒久的施設（PE）帰属利益の配賦などに
関する紛争についても税の安定性の枠組みが用
意されており，対象となる「関連する論点」に
該当する場合は，相互協議により解決出来ない
場合には義務的・拘束的な紛争解決手続により
解決することが可能とされている（MLC Part 
V，Section 3）。
「関連する論点」とは，OECD モデル又は国

連モデル租税条約 5 条（恒久的施設），7 条（事
業利得）又は 9 条（関連企業）に基づく租税条
約の条項に関する論点（すなわち，移転価格課
税や恒久的施設への利益の帰属，又はこれらの
適用に関する論点）であって，（a） 利益 A に関
する二重課税の排除に影響を与えるもの，（b） 
対象国における利益 A の計算に重大な影響（発
効後 3 年間は 300 万ユーロ，その後は 150 万ユー
ロ）を与えるものが対象とされている（MLC34
条 1 項乃至 3 項）。

これらに該当する場合，MLC に基づく相互
協議のプロセスにより権限ある当局間で協議さ
れ，2 年以内に相互協議により紛争解決に合意
できない場合に，（義務的・拘束的な紛争解決
が別途既存の租税条約又は EU の制度により可
能である場合を除き，）MLC に基づく義務的・
拘束的な紛争解決パネルへの付託を申し立てる
ことができる。紛争解決パネルは，各税務当局
が選任する自らの職員 1 名，独立専門家 1 名の
合計 4 名に加え，当該 4 名が選任する議長とな
る独立専門家の合計 5 名で構成され，明確なタ
イムラインに従い各税務当局から提出された解
決策の中から 1 つの解決策を多数決により採択
することとなる（MLC 附属書 G）。
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なお，相互協議が存在しない，又は実質的に
機能しないことが想定される一定の途上国 10）に
ついては，選択的な拘束力のある紛争解決パネ
ルの手続が用意されており，この場合，対象グ
ループが申請し，権限ある当局が相互に合意し
た場合にのみ，紛争解決パネルへの付託が可能
とされている（MLC36 条）。

（３）小括
利益 A に関する税の安定性の枠組みは，多

国間が参加するプロセスで拘束力ある紛争予
防・紛争解決手続が用意されている点において
画期的であり，明確なタイムラインにより迅速
かつ効率的な紛争予防 / 解決を可能とし，納税
者に予測可能性を与え，確実な二重課税の排除
を保証する点で，評価できるものと考えられる。

もっとも，2023 年 10 月に公開された MLC
のテキストは，主にブラジル，コロンビア，イ
ンドによる反対意見が付された脚注が複数残さ
れており，2023 年中に予定されていた署名のた
めの開放も未だ行われていない（その後，2024
年 3 月末までのテキスト最終化，2024 年 6 月
末までに署名式の予定に変更されている 11））。
また，MLC の発効要件は，30 か国以上，か
つ，合計 600 ポイント以上の国が締結すること
が必要とされており，このポイントは，合計
999 ポイント中，米国に 486 ポイント，残りの
国・地域に合計 513 ポイント（日本は 47 ポイ

10） この対象となるのは，（a） 世界銀行により低所得，低位中所得，上位中所得と分類されている，（b） OECD 又
は G20 の参加国でない，（c） BEPS14 のピアレビューにおいて相互協議手続について他のメンバーから改善を必
要とする旨のフィードバックを受けていない，及び（d） 相互協議に係る紛争処理が全く，又はほとんど行われ
ていない（相互協議に関する年末の在庫事案が発効日直前の過去 3 年間の平均で 10 件未満）の 4 つの要件全て
を満たすことが必要とされている。

11） 2023 年 12 月 18 日付 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project “Update to Pillar One timeline by 
the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS”。但し，2024 年5月 30 日現在，最終版テキストは未だ公表さ
れていない。同日，6 月末までの公開に向けた最終合意が目指されていることが公表された。

12） 山川（2023）参照。このような状況の中で，我が国において MLC を署名・締結するためには相応の事務コス
ト（署名・国会提出のための和訳作成と内閣法制局審査や締結のための国内法の整備及び国会での承認プロセ
ス等）がかかることを念頭に，我が国の MLC の署名・締結がどの段階で行われるのか，注目される。この点に
つき，令和 6 年度税制改正大綱では，MLC の早期署名に向けて国際的な議論に積極参加することの重要性とと
もに，MLC に対応する国内法につき国・地方の法人課税制度を念頭に置いて検討することが示されている（令
和 5 年 12 月 14 日付自由民主党・公明党「令和 6 年度税制改正大綱」16 頁）。

13） 国連における動向の紹介として，増田（2023）。

ント）が割り当てられているため，米国が締結
しなければ発効しないことが前提とされている

（MLC48 条，附属書 I ）。米国財務省はこの多
国間条約のテキストに関して 12 月 11 日までに
パブリックコメントの募集を行ったが，現在の
米国議会の状況から米国において MLC 締結の
承認（上院議会における 2/3 以上の承認）が得
られる可能性がなく，この観点から MLC の発
効の見通しは不透明と考えられている 12）。

また，国連において包括的・実効的な国際租
税協力の促進に関する決議がナイジェリアが代
表するアフリカ諸国により提案され，2023 年
11 月の国連総会で途上国を中心に 125 か国の賛
成多数により可決された（日本を含む 48 か国
が反対）13）。これらの動きは，OECD の場で議論
された第 1 の柱が途上国にとって必ずしも満足
する解決策でないことを示しており，この観点
からも MLC の署名・発効の行く末は不安定な
ものとなっている。

Ⅱ－１－２．利益 B に関する税の安定性の枠
組み
利益 A とは異なり，利益 B については移転

価格の枠組みを簡素化することにより，対象と
なる基礎的な販売活動に関する取引について税
の安定性を高め紛争を減少させることが期待さ
れており，利益 B の仕組みそれ自体が税の安定
性に資するものと考えられ，紛争予防 / 紛争解
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決については，既存の移転価格税制の紛争予防
/ 紛争解決の枠組みで対応することが想定され
ている 14）。すなわち，APA，相互協議手続，（既
存の租税条約の枠組みで導入されている場合に
は）仲裁により解決されることとなる。

この点に関しては，税務当局側は利益 B により
移転価格課税が容易になり課税リスクが増える
ところ，納税者側で利用可能な紛争予防・解決手
段が既存の APA や相互協議手続のみでは有効
な解決策とならない可能性があり，また，租税条
約が結ばれていない国で利益 B が適用された場
合は救済策が存在しないことから，利益 B にも，
利益 A における紛争解決パネルのような追加的
な安定性確保プロセスの導入を検討すべきであ
る旨の納税者側からの意見が出されていた 15）。

2024 年 2 月 19 日 に 公 表 さ れ た Inclusive 
Framework による利益 B に関する報告書 16）に
おいては，利益 B の簡素化・合理化されたアプ
ローチは各国の選択制とされ，各国は，（a）簡素
化・合理化されたアプローチの適用を選択しな
いか，簡素化・合理化されたアプローチの適用
を選択する場合も，（b）納税者がその選択により
簡素化・合理化されたアプローチを適用するこ
とを認めるか，（c）納税者に簡素化・合理化され
たアプローチの適用を義務付けるか，選ぶこと
ができるものとされた。簡素化・合理化された
アプローチによる算定は，それを選択しない国
を拘束するものではなく，税の安定性・二重課
税の排除に関してもそのような方針で解決する
こととされている。すなわち，簡素化・合理化
されたアプローチを選択していない国と二重課
税排除のために相互協議又は仲裁手続を行う場
合は，OECD 移転価格ガイドラインに規定され
るその他の方法により自らの立場を正当化する
必要があることとされている。但し，簡素化・合
理化されたアプローチを選択していない場合で
あっても，個々の事案に応じて応諾可能な結果

14） OECD （2022b）， 2022 年 12 月 8 日公表。
15） 日本経済団体連合会（2023a, 2023c）。
16） OECD （2024）．
17） 2024 年5月 30 日現在，定性的基準に関する追加的なオプションについては未だ公表されていないようである。

をもたらす場合は簡素化・合理化されたアプロー
チを反映した対応的調整を行うこともできる。

また，Inclusive Framework は（OECD のウェ
ブサイトにおいて公表される）低キャパシティ
国による簡素化・合理化されたアプローチに基
づく算定結果を尊重することとされており，二
国間租税条約が有効である場合には二重課税排
除のための合理的措置を実施するものとされて
いる。

利益 B の簡素化・合理化されたアプローチ
は，OECD 移転価格ガイドラインの附属書に組
み込まれ，各国は 2025 年 1 月 1 日から開始す
る事業年度から適用開始を選択することが可能
とされており，また，これに伴い OECD モデ
ル租税条約 25 条及びそのコメンタリーも改正
することが見込まれている。なお，簡素化・合
理化されたアプローチの対象取引について，各
国が選択できる追加的な定性的基準に関するオ
プションについての作業を 2024 年 3 月 31 日ま
でに完了させることとされている 17）。

以上のとおり，利益 B における簡素化・合理
化されたアプローチが各国の選択制とされ，相
手国を拘束しないものとされたことから，簡素
化・合理化されたアプローチの選択国が十分に
増えない限りにおいては（また，選択国であっ
たとしても対象取引についての基準が同じでな
ければ），必ずしも利益 B の仕組みそれ自体が
税の安定性を高める結果をもたらすわけではな
いことが明らかとなった。現時点で各国の動向
は明らかではないものの，利益 B の報告書に
インドが多くの留保を付しているほか，ニュー
ジーランドも利益 B を採用しないことを明らか
にしており，今後の動向が注目される。

いずれにせよ，利益 B に関しては特段新しい
税の安定性の枠組みは導入されず，実効的な二
重課税の排除に資するようなガイダンスも現状
なされていないことから，既存の枠組みのみで
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実効的な紛争解決の枠組みとして十分かという
点が懸念される。この点については，BEPS 行
動計画 14 を踏まえた相互協議手続の改善状況
を踏まえて評価すべきであると思われるため，
節を改めて論じることとしたい。

Ⅱ－２. 第 2 の柱における紛争予防 / 解決策
第 2 の柱のグローバル・ミニマム課税（GloBE）

は，第 1 の柱と異なり，多国間条約によること
なく，各国の国内法制によりそれぞれ実施され
ることが想定されており，統一的な紛争解決の
枠組みは用意されていない。Inclusive Frame-
work において合意されたモデルルールに従い，
ルール適用の順序とトップアップ課税の配賦が
正しく行われることで，各国において一致した
課税が行われることが想定されている。しかし，
第 2 の柱に関して解釈適用の相違による二重課
税が生じるおそれは排除されておらず，例えば，
以下のような事項に関して紛争が生じ得ること
も考えられる 18）。

・他国の所得合算ルール（IIR：Income Inclu-
sion Rule）の適格性を認めないことにより軽
課税所得ルール（UTPR：Undertaxed Prof-
its Rule）で否認

・他国の国内ミニマム課税（DMTT：Domestic 
Minimum Top-up Tax）の適格性を認めない
ことにより IIR で合算

・国別実効税率（ETR）の計算の相違による合
算 / 否認

・UTPR 発動時の対象国の計算額 / 配賦額
・IIR の最終親会社所在国と被部分保有会社の

所在国の配賦額

これに対して，第 2 の柱の GloBE ルールに
関する税の安定性（tax certainty）の枠組みに

18） 日本経済団体連合会（2023b）及び日本貿易会（2023）を参照。このほか，会計基準をベースとすることによ
る計算額の紛争，さらには，外国子会社合算税制（CFC 税制）との二重適用の問題や，UTPR の租税条約適合
性などの論点についての紛争も予想される。

19） OECD （2022a），2022 年 12 月 20 日公表。
20） OECD （2023b）を参照。

関して，OECD 事務局案としてパブリック・コ
ンサルテーション文書に盛り込まれた内容は以
下のとおりである 19）。

（１）紛争予防の仕組み
まず，以下の方法により，各国の国内法制の

解釈・適用を統一させることが目指されている。
①  Inclusive Framework で合意されたモデル

規則，コメンタリー，執行ガイダンスへの
依拠

②  IIR，UTPR，DMTT の適格性に関するレ
ビュープロセス

③  Inclusive Framework への照会
しかし，これらの手法は，個別の事案に関す

る解決を保証するものではないため，個別の事
案の安定性に関しては，④ OECD の国際的コン
プライアンス確認プログラム（ICAP）と類似
する，複数の国・地域の税務当局が協調して事
前にリスク評価を行う仕組みを GloBE ルールの
ために創設することや，⑤拘束力ある安定性の
仕組みとして，APA と類似する仕組みを活用
することも検討されている。

これらの案に対して，主に適用対象となる
企業側からは，執行ガイダンスの不断のアップ
デート，ピアレビュープロセスの強化や適格
ルールや対象租税等のリストの公表による安定
性の提供のほか，ICAP 類似の紛争予防メカニ
ズムについては，適時に拘束力ある結論を出せ
る仕組みとすべきである旨の意見などが提出さ
れている 20）。

（２）紛争解決の仕組み
紛争解決の枠組みは，既存の租税条約に基づ

く相互協議の枠組みを活用することが想定され
ている。紛争解決メカニズムの基本的な要素と
して，① GloBE ルールに反する結果となる課
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税が行われた場合の多国籍企業の権限ある当局
に対する申立権，②関連する税務当局間での共
通した基準に基づく事案解決，③国内法の期間
制限にかかわらず合意内容を実施することが挙
げられているところ，これらのルールを規定し
た GloBE ルールに関する紛争解決のための多
国間条約を新たに作成することが確実であるも
のの，多国間条約には各国の締結手続に時間を
要することから，必ずしも現実的な方法とはさ
れていない。

もっとも，必ずしも租税条約において，GloBE
ルールに関する紛争が相互協議の対象とされて
いるわけではない。OECD モデル租税条約 25
条 3 項第 2 文の「両締約国の権限のある当局は，
また，この条約に定めのない場合における二重
課税を除去するため，相互に協議することがで
きる。」（立法的解決協議）に依拠する見解もあ
るが 21），納税者からの申立権がなく，二国間租
税条約がない場合の取り扱い等の限界があるた
め，併せて税務行政執行共助条約に基づく当局
間合意や，国内法において納税者の申立権や相
互協議の実施，合意内容の国内実施を規定する
ことが検討されている。

しかし，多国間条約が作成されない場合，か
かる国内法を制定することや相互協議の対象と
して税務当局が取り上げるか否かは必ずしも保
証されているものではなく，更には相互協議を
通じて協議したとしても合意に至るとは限らな
いことから，結果として二重課税が排除される
状況が確保されているものではない。

このような点は，パブリック・コンサルテー
ションに提出された納税者側の意見においても
強く懸念されており，相互協議の納税者による
申立権の確保や義務的・拘束的な紛争解決手段
の必要性並びにこれらを規定する多国間条約の
作成が求められているほか，このような手段が

21） Danon, Robert, Gutmann, Daniel, Maisto, Guglielmo and Martin Jimenez, Adolfo （2022a）．
22） OECD （2022c），Article 8.3, para . 41. 我が国においては，通達において規定することで税務当局が執行ガイダ

ンスを参照した解釈を行うことは担保されると思われる。
23） Inclusive Frameworkで承認されたOECDが作成したガイダンスが我が国でそのまま法的規範（特に裁判規範）

となりうるかという点について，租税法律主義との関係で疑問を呈するものとして，岡（2024），22 頁。

整備されるまでの移行期間の罰則や延滞金の救
済を求める意見も提出されている。

（３）OECD/G20 Inclusive Framework による
解釈の拘束力
各国で法制化された GloBE ルールの解釈・

適用が統一的になされるため，モデル規則の
8.3.1 条において，各国の税務当局は，国内法の
要請に従い，合意された執行ガイダンスに従い
GloBE ルールを適用することとされている。国
内法がかかる解釈適用を許容しない場合は，執
行ガイダンスの内容そのものを自国の行政ガイ
ダンスに規定したり，議会の承認を得たりする
ことが想定されている 22）。また，ある税務当局
の GloBE ルールに係る更正処分が他国で対応す
る帰結をもたらす場合，Inclusive Framework
を通じて協調した解決策が合意できるか議論さ
れ，かかる議論の内容を踏まえて執行ガイダン
スをアップデートしていくことも想定されてい
るようであるが，事前の協議の実施や，協調し
た解決策の合意が義務づけられているわけでも
ないようである。

そうすると，個別の事案の解釈・適用に関し
て各国の税務当局が一致した結論に至る保証は
なく，実効的な権利救済（法の支配）を求める
納税者は国内の司法制度に頼らざるを得ないこ
ととなる。しかし，グローバル・ミニマム課税
の実施が多国間条約でなく国内法に拠っており，
OECD/ G20 Inclusive Framework によるコメ
ンタリー，執行ガイダンスが国内法上の位置付
けを与えられているわけではないため，各国の
国内裁判所の判断を担保するものがあるわけで
はない23）。立法者意思としてこれに従うことが明
らかであったとしても，法令の文言や各国固有
の解釈原則による制約があり得るからである。

この点，Robert J. Danon 教授ら国際租税学
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者が GloBE ルールを国内法化することによる解
釈の相違や立法の相違による問題を解決するた
めの解釈原則を提案している点が注目される24）。
すなわち，①解釈の相違については，国内法の
解釈原則ではなくウィーン条約法条約 31 条及
び 32 条により解釈されるべきであること（sui 
generis  interpretative rule：独自の解釈原則），
②立法の相違については，国内法の文言と
GloBE モデル規則に相違がある場合に，二重課
税を排除する限度で GloBE モデル規則が優先す
べきであること（Lex Specialis：特別法は一般
法に優先する）をモデル規則に規定することで
解決できるのではないかというのである。もっ
とも，EU 指令により加盟国が EU 指令に従っ
た国内法の制定を求めることによりルールの調
和が行われ，EU 法が国内法を優越することが
当然に受け止められる EU 加盟国であれば格別，
国際条約がない中で国内法に独自の解釈原則を
持ち込むことに親和性のない法域の国には馴染
みにくい考えであるように思われる25）。我が国に
おいても，裁判官が立法趣旨の内容として考慮
することはあっても，ウィーン条約法条約や一
般国際法に根拠を置いて国内法の解釈を行うこ
とは考え難いであろう。

また，各国の GloBE ルールに係る国内法の
適格性のピアレビューについて，解釈・適用の
統一ためには不可欠であるように思われるもの
の，そのレビューの中身が問題となる。特に，
欧米圏とは異なる言語体系の国については翻訳
による調整が必要になり，また，各国固有の法
体系に合うように一定の調整がなされることは
避けられないと思われるところ，こうした形式
的な差異ではなく，納税者によるインプットも
踏まえ実際の税務当局による解釈・適用も含め
た審査がなされることが望ましい。また，これ
まで実施されてきた情報交換や相互協議に係る
ピアレビューと異なり，各国の立法府での承認
手続を経た国内法を審査することとなるため，

24） Danon, Robert, Gutmann, Daniel, Maisto, Guglielmo and Martin Jimenez, Adolfo （2022b）．
25） 条約法条約による解釈を示すことによる欧州のルール形成の思惑を指摘するものとして，髙橋（2023）参照。

「非適格」と判断するためには，プロセスと正
統性が重要になると考えられる。いずれにせよ，
このようなピアレビューの結果が出そろうには
相応の時間を要することとなると思われるた
め，移行期間の適格認定メカニズムが機能しな
ければ，混乱は避けがたいものと思われる。

（４）小括
上記のとおり，第 2 の柱のグローバル・ミ

ニマム課税に関して，各国で統一的・相互依存
的な適用・執行が想定されているにもかかわら
ず，各国の国内法で導入されるため，各国の適
用・執行の不一致について必ずしも十分な解決
策が国際的な枠組みで用意されているものでは
ない。第 2 の柱における紛争解決手段のための
多国間条約の要否は今後検討される予定ではあ
るようだが，GloBE ルールに関しては，各国の
国内法により実施できる迅速性が重要であった
のか，モデル規則やコメンタリー，執行ガイダ
ンスが整備されており，解釈・適用が統一的に
なされることが期待されること，また，最終親
会社における合算課税（IIR）を基本としている

（又は適格国内ミニマム課税（QDMTT）の導
入により構成事業体所在地国において課税が完
結することが想定されている）ことから，解釈・
適用の相違による紛争が生じにくく，各国国内
法により導入されることで施行できる迅速性を
犠牲にしてまでも，多国間条約の整備や義務的・
拘束的な紛争解決を導入する必要性が乏しいと
考えられたのかもしれない。

この点，第 1 の柱のような義務的・拘束的な
紛争解決手段が整備されることが少なくとも二
重課税の排除・紛争の防止・早期解決を求める
納税者の視点からは望ましく，企業側からも同
様の意見が多く出されているものの，現実的に
は容易ではない。当面は既存の相互協議等の枠
組みによらざるを得ないとしても，今後増加す
るおそれの高い GloBE ルールに係る紛争につい
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て，何らかの実効的な解決メカニズムを措置す
る必要があるように思われる。

また，第 2 の柱については，いったん紛争に
発展すると多国間の税務当局を巻き込む納税者
に負担の大きい紛争となることが予想されるこ
とから，紛争予防の仕組みをこれまで以上に強
化することが望ましい。解釈適用を一致させる
ための Inclusive Framework での調整やピア

26） 国税庁（2023）。
27） 連結納税制度の廃止に伴い，2022年2月以降，相互協議の申し立てが連結単位から各法人単位に変更されており，

2022 年 2 月以降の発生件数の増加にはこのような申し立て単位の変更による影響が含まれているとされている。

レビュー，第 1 の柱で予定されているような多
国間パネルによる事前の紛争予防の仕組みのほ
か，納税者からの相談・照会窓口の設置，さら
には納税者からの Inclusive Framework への照
会を許容するなど，特に制度が安定的に運用さ
れるまでの間は協力的な枠組みで積極的なガイ
ダンスが行われることが望まれる。

Ⅲ．既存の国際的な紛争予防 / 紛争解決の枠組み

2 つの柱の紛争予防・紛争解決の枠組みに
は，既存の枠組みの活用が想定されていることか
ら，本節では，BEPS 行動計画 14 を踏まえた相
互協議の状況について確認するとともに，多国間
が参加する税の安定性の枠組みとして期待される
ICAP の状況について検討を加えることとしたい。

III －１. 相互協議
（１）相互協議の状況

相互協議の状況は，毎年国税庁が公表してお
り 26），令和 4 事務年度（2022 年 7 月 1 日～ 2023
年 6 月 30 日）に発生した相互協議事案は 301
件（うち，事前確認に係る事案が 243 件，移転
価格課税その他に係る事案が 58 件）であり，
令和 2 事務年度の 185 件，令和 3 事務年度の
246件から増加して過去最多となっている 27）。こ
れに対して，令和 4 事務年度の処理件数は 191
件（事前確認が 146 件，移転価格その他が 45 件）
であり，発生件数が処理件数を上回っているた
め，繰越件数は 742 件に増加しており，繰越件
数は増加の一途を辿っている（令和 2 事務年度
572 件，令和 3 事務年度 632 件）。いずれも，事
前確認（APA）が全体の件数の約 8 割程度を占
めており，事前確認の件数の増加が要因となっ
ていることが窺われる。

これらの相互協議事案の 1 件あたりに要した
平均処理期間（表 1）は，30.2 か月（事前確認
が 30.5 か月，移転価格課税等に係る事案が 29.2
か月）となっており，令和 3 事務年度の平均処
理期間 31.6 か月から若干短縮している。もっ
とも，OECD 非加盟国・地域との相互協議事案
についての平均処理期間は，51.3 か月（事前確
認が 58.2 か月，移転価格課税その他が 40.4 か
月）となっており，長期化が進んでいることが
窺われるほか，OECD 非加盟国・地域との相
互協議事案の令和 4 事務年度の発生件数は 101
件（全体の 33.6％），処理件数は 39 件（全体
の 20.4％），繰越件数は 335 件（全体の 45.1％）
であり，相互協議事案の処理期間の長さ及び繰
越件数の多さには OECD 非加盟国・地域との
事案が影響を与えているものと考えられる。な
お，繰越事案の国別件数は，米国（23％），イ
ン ド（15 ％）， 中 国（14 ％）， 韓 国（8 ％），
ドイツ（6％）の順で多いものとされており，
OECD 非加盟国の中でも中国・インドを中心と
するアジアの国々との事案が多いようである。

BEPS 行動計画 14 のミニマムスタンダード
では，相互協議事案を平均 24 か月以内に解決
することが目標とすることとされており，上記
の平均処理期間はこれを上回っている。もっと
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も，国税庁が発表する相互協議事案の平均処理
期間は，OECD で公表されている統計と算定方
法が異なっており，OECD の統計は暦年ベース，
かつ事前確認（APA）が含まれていない。我
が国における相互協議事案は事前確認（APA）
の割合が多く占めており，OECD が公表する
2022 年に開始した新規の相互協議事案（APA
を除く）のうち，我が国は全体の 23 番目であり，
他の先進国と比べると少ない水準であることが
指摘されている 28）。

OECD が公表した 2022 年の統計によれば，日
本の相互協議事案（APA を除く）の 2022 年の
平均処理期間は，28.56 か月（移転価格事案 29）で
30.63 か月，その他事案で 18.44 か月）30），BEPS
行動計画 14 にコミットした 2016 年以降に開始
した事案に限ると，25.89 か月（移転価格事案に
ついて 27.5 か月，その他の事案で 18.44 か月）と
なっている 31）。2016 年以降に開始し 2022 年に終
了した移転価格事案の平均処理期間を国別に見
ていくと，中国 62.63 か月（二重課税の部分的
排除等に合意：1 件），インド 45.13 か月（二重
課税の完全排除等に合意：6 件，不合意：5 件），

28） OECD Tax Certainty Day 2023 におけるプレゼンテーション参照。
29） PE 帰属利益に関する事案及び移転価格課税に関する事案（attribution/allocation MAP case）をいう。以下同じ。
30） “Mutual Agreement Procedure Statistics per jurisdiction for 2022,” https://www.oecd.org/tax/dispute/mu-

tual-agreement-procedure-statistics-2022-per-jurisdiction.htm .
31） “Mutual Agreement Procedure Statistics per  jurisdiction  Japan,” https://www.oecd.org/tax/dispute/

map-statistics-japan.pdf .
32） 田畑・中山（2022），123 頁。

ドイツ 34.22 か月（二重課税の完全排除等に合
意：4 件），イタリア 19.64 か月（二重課税の完
全排除等に合意：5 件，不合意：1 件），ベルギー
17.37 か月（二重課税の完全排除等に合意：3 件），
韓国 12.22 か月（二重課税の完全排除等に合意：
6 件）であり，処理期間や結果も国ごとに状況
が異なること，特に，中国・インドについては
期間の長期化や合意の困難さの様相も窺われる。

各国の税務当局との相互協議の具体的な状況
は，毎年の国税庁相互協議室長らによる講演か
ら窺い知ることができる。例えば，OECD 加盟
国である欧米諸国との相互協議については，順
調に処理できている一方，アジアの OECD 非加
盟国・地域との相互協議事案については，その
発生件数や繰越件数が増加傾向にあり，その処
理に苦労している状況であることが述べられ，
その原因として，相手国の相互協議部局の人的
資源の不十分さや経験不足，各国固有の執行実
務等により迅速な事案の処理や合意のハードル
が高くなっていることが挙げられている 32）。その
中で，国税庁の相互協議事案の処理促進の取組
みとして，相互協議室の人員増強による体制の

 全ての国・地域 OECD非加盟国・地域 

 全事案 事前確認 移転価格課税
その他

全事案 事前確認 移転価格課税
その他 

2015/7-2016/6 26.0 25.7 27.2 33.3 41.4 26.0 
2016/7-2017/6 29.1 28.9 30.2 36.9 37.3 35.9 
2017/7-2018/6 29.9 30.7 27.7 40.1 52.0 31.1 
2018/7-2019/6 34.1 34.5 32.7 37.1 43.6 29.9 
2019/7-2020/6 29.4 30.7 24.9 32.9 43.2 22.2 
2020/7-2021/6 30.3 29.2 34.4 43.2 42.8 43.5 
2021/7-2022/6 31.6 31.6 31.5 44.0 43.5 44.6 
2022/7-2023/6 30.2 30.5 29.2 51.3 58.2 40.4 

表 1　相互協議事案の平均処理期間

（出典）国税庁ウェブサイト記載の各事務年度の「相互協議の状況」から作成

（単位：月）
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充実，各国の税務当局との機動的かつ円滑な協
議の実施，BEPS 行動計画 14 の最終報告書にお
けるミニマムスタンダードの実施に係るピアレ
ビューへの積極的な参加による相互協議の効果
的・効率的な実施の働きかけが挙げられている。

このような取組みの中で，OECD の BEPS 行
動計画 14 に基づくピアレビューの実施により，
各国もミニマムスタンダードの遵守を意識し，
相互協議の対応に一定の改善が見受けられる場
合もあるようであり，我が国も OECD の新た
なピアレビューの枠組みなどを通じて各国の相
互協議の実務の改善を働きかけていく意向が示
されている 33）。

（２）OECD の取組み
BEPS プロジェクトの行動 14 の最終報告書

において，租税条約に関する紛争を解決する
ための相互協議手続をより効果的・実効的とす
るため，各国が最低限遵守すべきミニマムスタ
ンダードと実施することが望ましいベストプラ
クティスが示された。ミニマムスタンダードの
1つに「各国は平均 24 か月以内に相互協議事
案を解決するよう努めることにコミットする。」
ことが挙げられており，この期限の設定が，結
果として相互協議部局間でこれまで以上に迅速
に事案を解決しなければならないというプレッ
シャーを意識させているようである 34）。上記で
述べたとおり，OECD において毎年，相互協議
事案に係る統計が公表されており，繰越件数は
年々増加しているものの，2022 年に終了した
事案では全体の平均処理期間が 25.3 か月（2021
年は 26 か月），移転価格事案で 28.9 か月（2021
年は 32.3 か月）となり，有意な改善が見られた
ことが評価されている（その他事案については
22.2 か月（2021 年は 20.7 か月））35）。

かかるミニマムスタンダードの実施状況は，

33） 磯見（2023），222 頁。
34） 前田（2021），30 頁参照。
35） https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-releases-information-and-statistics-on-mutual-agreement-procedures.htm .
36） OECD ウェブサイト（https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action14/）。
37） 磯見（2023），221 頁参照。

OECD 税務長官会議（Forum on Tax Adminis-
tration）に設けられた相互協議フォーラム（MAP 
Forum）により参加国が相互にモニタリングす
ることとされており，かかる相互協議のピアレ
ビューは，82 の国・地域を対象として 2016 年
末より実施され，第1段階でミニマムスタンダー
ドが実施されているかが評価され，第 2 段階で
勧告のフォローアップがなされた。（a）紛争の
未然防止，（b）相互協議の利便性・アクセス，（c）
相互協議事案の解決，（d）相互協議の合意内容
の 4 分野 21 項目で審査がなされ，1,750 を超え
る勧告がなされた中で，その 66％が租税条約に
おける相互協議条項の不備に関するもの，34％
がミニマムスタンダードに沿わない相互協議の
実務やポリシーに関するものとされている 36）。

さらに，2023 年 1 月には，Inclusive Frame-
work の参加国を対象とする継続的なモニタリ
ングプロセスを開始することが明らかにされ
た。この新たなピアレビューにおいては，（a）
相互協議の経験の少ない国については簡素化さ
れたピアレビューを，（b）その他の国について
は，4 年に 1 回ミニマムスタンダードを満たし
ているか否かを評価するフルレビューを，2024
年から実施することとされている。

ピアレビューの具体的な内容としては，実際
にどのような点が指摘されているのだろうか。
我が国については，最新の OECD モデル租税条
約 25 条の条項を反映していない古い租税条約に
ついて改正が必要であると勧告されているもの
の，相互協議の実務に関してはミニマムスタン
ダードを満たしていると評価されているようで
ある 37）。具体的には，2016 ～ 2018 年の期間の相
互協議の平均処理期間が 27.02 か月（移転価格 /
PE 帰属利益に係る事案が 27.95 か月，その他の
事案が 17.27 か月）であり，目標とされる 24 か
月以内に処理できていないことが指摘されてい



- 107 -- 106 -

〈財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」令和６年第２号（通巻第 156 号）2024 年６月〉

るものの，2016 年 1 月 1 日の相互協議の繰越事
案よりも 2018 年 12 月末の繰越事案が 14％減少
していることも指摘され，追加人員の手当 38）や
処理件数を増やし平均処理時間を減らすための
組織的な手段がとられていること，一定の事案
には追加の時間を要する旨の説明が十分になさ
れていることから，「相互協議関連の業務に十
分なリソースを確保する」の項目については，
人員の追加及び講じられた組織的な手段が適時
かつ効率的及び効果的な相互協議の解決に貢献
しているか継続的に監視すべきであると評価さ
れている 39）。

参加国（peer）の個別のインプットとしては，
例えば，頻繁な担当官の人事異動や，電子メー
ルや電話会議による意見交換が制限され，事案
の適時解決が対面会議の場に限られていること
が相互協議事案の早期解決に影響を与えている
といった点が指摘されており，これに対して円
滑な引継ぎや効率的なコミュニケーション方法
の模索といった対応が報告されている。なお，
第 1 段階のピアレビューでは，電子メールや電
話会議等の対面会議以外での相互協議事案の対
応が勧告されていたところ，これを受けて，電
子的手段でのコミュニケーションをより頻繁に
用いるなど相互協議の実務を改善したことが報
告されている。

これに対して，例えば中国に対するピアレ
ビューを見てみると，2016-2019 年の平均処理期
間が 34.17 か月であることが指摘されるととも
に，特に適時のポジションペーパーの提出又は
相手方のポジションペーパーへの反応や早期及
び頻繁なコミュニケーション・会議に困難があ
ることが他の参加国から指摘され，人的リソー
スの追加などの取組みは評価されつつも，適時

38） 2007 年に 19 人であった相互協議の人員は 2016 年に 43 名，2017 年に 44 名となり，2019-2020 年に 46 名まで
増加している。

39） OECD （2021c）．
40） OECD （2021b）．
41） 中村（2023），17 頁。
42） このような性質を踏まえつつ相互協議手続の改善に向けた議論につき，谷口（2022），991 頁，増井（2022）参照。
43） 田畑・中山（2022），22 頁。

かつ効率的及び効果的な相互協議の解決のため
に更なる措置が講じられるべきであることが勧
告されている 40）。

このように，OECD において相互協議の平均
処理期間や繰越事案の統計がとられ，これらを
減少させるため，ピアレビューを通じて他の参
加国からのインプットに基づき相互協議実務の
具体的な改善の指摘がなされており，これらを
踏まえて参加国が一定の対応を迫られることが
窺われる。このようなピアレビューの仕組みは，
各国の担当者に二重課税の排除の重要性を意識
させるとともに，実際の相互協議の場面で二重
課税排除に結果をできるだけ早期に出すよう協
議する動機付けにもなっているようである 41）。

（３）相互協議の改善に向けた議論
以上のとおり，OECD における相互協議の改

善の取組みが一定の成果をあげているようであ
るものの，各税務当局において二重課税排除の
ための相互協議による合意が義務とされている
わけではない。そもそも，相互協議手続は納税
者の二重課税回避のために行われるものである
ものの，納税者の参加や意見陳述といった手続
上の権利が保障されているわけではなく，外交
的紛争処理手段とも言いうる42）。相互協議事案の
迅速な処理と我と国の課税権の確保はトレード
オフの関係にあり 43），我が国の課税権を確保し
つつ納税者により良い結果をもたらすためには
時間をかけて協議する必要がある場合もある反
面，相互協議の結果が必ずしも二重課税の排除
という結論をもたらすものではなく，納税者に
とって必ずしも適時かつ効果的な税の安定性を
もたらすものではない。

したがって，相互協議により合意に至らない
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場合にこれを解決する義務的・拘束的な紛争解
決手段として，仲裁手続の導入が望まれること
となる。我が国においても，仲裁手続は相互協
議手続の円滑化・実効性の向上による納税者の
負担軽減につながるものであり，投資環境の整
備，国際的な投資交流の促進に資するものであ
るとして，二国間租税条約の新規締結・更新の
際に盛り込まれ，更に BEPS 防止措置実施条約
を通じて仲裁条項を盛り込む租税条約が増える
こととなり，2023 年 12 月時点で 29 か国・地域
との租税条約において仲裁手続が導入されてい
る 44）。もっとも，我が国において実際に仲裁手続
が実施された事例は公表されておらず，仲裁条
項の役割は，現状，相互協議事案の最終的な解
決手段というより，相互協議部局間で仲裁手続
に移行する前の一定期間内に迅速に事案を解決
しようとするインセンティブとしての意義が大
きいように見受けられる 45）。

しかし，仲裁手続の導入には，特に OECD 非
加盟国を中心に国家主権に対する制約やリソー
ス不足等を理由に消極的であり，特にアジアを
中心とする OECD 非加盟国においてビジネスを
展開する我が国企業の相互協議事案の解決には
現実的とは言えない 46）。これらの課題を踏まえ，
ADR といった非拘束的な紛争解決手段の活用
により専門家・調停人等の第三者を関与させて
相互協議を円滑に進行し，複雑な論点について
専門家からインプットを得るなど，第三者の関
与により合意可能性を模索する解決方法 47）も検

44） 仲裁条項を含む発効済みの租税条約として，アイスランド，ウルグアイ，英国，エストニア，オーストリア，オランダ，ジャマイ
カ，スイス，スウェーデン，スペイン，スロベニア，チリ，デンマーク，ドイツ，ニュージーランド，ベルギー，ポルトガル，米国，香
港，ラトビア，リトアニア，BEPS 防止措置実施条約により仲裁条項が追加された租税条約として，アイルランド，オーストラリア，
カナダ，シンガポール，ハンガリー，フィンランド，フランス，ルクセンブルク。ただし，この中で，仲裁手続に係る実施取決めま
で合意されたのは，8 か国・地域（オランダ，香港，ポルトガル，ニュージーランド，英国，スウェーデン，米国，シンガポール）
にとどまっている。

45） 磯見（2023），222 頁。
46） 納税者の権利救済的側面を一旦置くと，国家間の課税権の奪い合いである相互協議事案の解決は，個別案件

の司法的解決よりも，複数案件を踏まえた外交的交渉の方が現実的な解決に資する面もあるであろう。
47） この点を指摘するものとして，前田（2021）。
48） 国税庁 HP「国際的コンプライアンス確認プログラムの新たなハンドブックの公表について」<https://www.

nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/oecd/press-sonota/0021003-041.htm>。

討していく必要があるものと考えられる。

（４）小括
以上のとおり，OECD の BEPS プロジェクト

による相互協議の改善の取組みが一定の成果を
あげているようであるものの，新規の相互協議
の申請件数が増えている中で，繰越件数は年々
増加を続けている。我が国においても相互協議
の繰越件数が積み上がり，平均処理期間も高止
まる中で，新たな国際課税の下での紛争に対応
するための体制が十分かが問われることとなる。

2 つの柱の実施により，国際課税に関する紛
争は増加することが見込まれる中で，特に先行
して実施されることとなる第 2 の柱に関して，
既存の相互協議の枠組みのみで税の安定性の確
保が十分と言えるのか検討が必要であり，第 1
の柱の利益 A に係る紛争予防 / 解決の仕組みに
関する議論が既存の相互協議手続の改善に関し
ても広がることが期待される。

III －２. ICAP
（１）ICAP の概要

OECD の国際的コンプライアンス確認プ
ログラム（International Compliance Assurance 
Program：ICAP）は，多国籍企業グループの希
望により，複数の国・地域の税務当局が，その
国別報告書，マスターファイル及びローカルファ
イルといった移転価格文書に基づき，協調して
ハイレベルなリスク評価を行う取組みである 48）。
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ICAP は，APA のような法的確実性（Certainty）
を付与するものではないが 49），参加した税務当局
が対象となるリスクを低いと考える場合に安心

（Comfort）と保証を多国籍企業グループに与え
るものとされている。2018 年，2019 年に行われ
た 2 つのパイロットプログラムを踏まえて 2021
年に全ての OECD 税務長官会議（Forum on Tax 
Administration：FTA）メンバーに開かれた正
式なプログラムとして公表され，現在において
我が国を含む 23 の税務当局 50）が参加している。

ICAP のメリットとして，多国籍企業と税務
当局の双方に，協力的な関係により効率的なリ
ソースの活用を可能とする点が挙げられてい
る 51）。すなわち，ICAP を通じて，多国籍企業グ
ループは税務当局が保有する国別報告書等の情
報やクロスボーダーの活動について説明するこ
とが可能となり，多国間で同様の取引に関する
理解の一致が進むほか，税務当局も税務リスク
を早期に決定することができる。多国籍企業グ
ループは複数の税務当局と同時に議論すること
が可能となり，また明確な時間軸の中で実施さ
れることから，リソースを効率的に使用して早
期に多国間の税の安定性を確保することができ
る。透明かつ協調的に行われる ICAP への参加
を通じて税務当局と多国籍企業グループの間に

49） 但し，我が国において APA に相当する事前確認制度は法的拘束力を伴うものではなく，これと比較した
ICAP の法的位置づけも不明である。川端（2020）参照。

50） アルゼンチン，オーストラリア，オーストリア，ベルギー，カナダ，チリ，コロンビア，デンマーク，フィンランド，
フランス，ドイツ，アイルランド，イタリア，日本，ルクセンブルク，オランダ，ノルウェー，ポーランド，ポルトガル

（2024 年 1 月に参加），シンガポール，スペイン，英国，米国（OECD のウェブサイト（https://www.oecd.org/tax/
forum-on-tax-administration/international-compliance-assurance-programme.htm）において確認）。

51） OECD （2021a）．

信頼関係が醸成され，協調的なリスク評価が早
期の段階で行われることで，税務当局の取引に
対する統一的な理解が高まり，結果として税務
紛争や相互協議に発展する事案を減らすことと
なる。

ICAP の対象は，移転価格リスク，PE リスク，
その他の多国籍企業グループ及び税務当局が合
意する国際課税リスク（ハイブリッドミスマッ
チ，源泉徴収税及び条約特典など）であり，手
続は多国籍企業グループの最終親会社の所在地
国の税務当局が原則として主導して行われ，以
下のような明確なタイムラインが設定されて実
施されることとなる。

第 1 段階：選定（4 ～ 8 週）
－ 選定文書パッケージを提出，各税務当局が参
加するか否かを検討。
第 2 段階：リスク評価（20 週以内，延長の場合
も 36 週を超えられない）
－ リスク評価の結果，1 又は複数の税務当局が
低リスクと結論付けられない場合は，選択的な
問題解決手続に入ることも可能。
第 3 段階：結果（4 ～ 8 週）
－ 各税務当局から結果通知を受領する。
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OECD が公表した統計 52）によれば，2023 年
10 月までに完了した ICAP の事案は 20 あり，3
～ 9 の税務当局（平均して 5 つの税務当局）が
参加し，無形資産と金融の分野は 75％程度，有
形資産とサービスの分野は概ね 9 割程度，恒久
的施設については 95％の事案について「リスク
が低い」との結果が得られている。また，32％
の事案で問題解決手続が使われており，事案に
よっては相互協議を行うことなく移転価格の調
整や対応的調整について ICAP のプロセスの中
で合意することも可能となることから，問題解
決手続は ICAP の大きなメリットとなる旨指摘
されている。

平均所要期間は，「第 1 段階：選定」で 10.4
週，「第 2 段階：リスク評価」（問題解決手続を
含む）で 42.4 週，「第 3 段階：結果」で 8.3 週
となっており，（コロナ期間中で対面の議論が
制限された等の要因で）上記のタイムラインを
超えているものの，それでも APA や相互協議
と比べると所要期間が短く，多国間の調整を円
滑に行う税の安定性の仕組みとして有用である
ことが指摘されている。参加した多国籍企業か

52） 2024年1月29日付 “International Compliance Assurance Programme: Aggregated results and statistics.” 
（https://www.oecd.org/tax/administration/icap-statistics-january-2024.pdf）

53） 前掲注 45 における多国籍企業のプレゼンテーション参照。
54） 城地・大和（2021）。

らも，「法的確実性（legal certainty）」ではな
いが「現実的な確実性（practical certainty）」
が得られた，ICAP と重複する部分の税務調査
を避けることができた，協力的な雰囲気で税務
当局とオープンなコミュニケーションが可能で
あった等，ICAP の手続に対するポジティブな
評価がなされ，透明性と税務当局との協力が複
雑さを増す国際課税の紛争予防 / 解決に重要で
あることが述べられている 53）。

このように，ICAP は，APA/ 相互協議を通
じた事前確認と異なり，明確・迅速なタイムフ
レームや多国間の枠組みで利用できる点にメ
リットがあるように思われる。我が国において
は必ずしも認知度の高い仕組みとは言えない
が，実務家により，リスクの低い関連者取引に
ついては ICAP を利用することで，特に ICAP
参加国が多い欧州を中心としてバリューチェー
ンが形成されている多国籍企業にとっては，税
務リスクに係るリソース軽減の有効な手段に
なる点が指摘されている 54）。また，発生コスト
や処理期間，事務負担の点で納税者にとって
APA よりも有力な選択肢となり得，ICAP 参
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Stage II: Risk assessment  

issue resolution 
20-36 週間 

4-8 週間 

4-8 週間 

Stage III: Outcomes 

図 1　ICAP の手続と想定タイムライン

（出典）  OECD “International Compliance Assurance Programme – Handbook for tax administrations and 
MNE groups” Annex A から作成
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加国が OECD 非加盟国に広がれば，これらの
国との繰越事案を多く抱える税務当局にとって
もメリットがあるものと指摘されている 55）。

（２）小括
ICAP については，日本において徐々にその

取組みが取り上げられてきているものの，必ず
しもその経験・成果が広く認知されているわ
けではない 56）。経団連は ICAP の取組みの日本
としての積極的な関与や取組みの進化・広がり
を期待する旨の要望を出しているが 57），現状に
おいて参加税務当局が欧米を中心とする 23 か
国に限られており，日本企業が多くビジネスを
行っているアジア諸国を含む非 OECD 加盟国
が参加していないため活用の場面が限定的であ
ることが影響していると思われる。

もっとも，このような多国間の税の安定性の
枠組みは，2 つの柱における紛争予防の仕組み

55） 朝倉・ラップ・渡辺・倉本（2023）。
56） この点につき指摘するものとして，川端（2020），270 頁。
57） 日本経済団体連合会（2019）。
58） 我が国企業のコンプライアンス・コストや国税庁の事務コストが，競争条件の面で問題となる可能性を指摘

するものとして，岡（2023）。

に活用できるものとして，今後の広がりに期待
できる取組みと考えられる。すなわち，第 1 の
柱の税の安定性の枠組みは，最終親会社の所在
地税務当局か主導し，明確な時間軸が設定され
る点で ICAP の仕組みがベースとされているも
のと考えられる。これに対して第 2 の柱につ
いては，個別の事案についての税の安定性は，
ICAP 類似の枠組みの活用が想定されているも
のの，具体的にどのような仕組みとなる想定な
のかは定かではない。第 2 の柱の GloBE ルー
ルについては，解釈・適用の相違による紛争リ
スクを低減するため早期の紛争予防が望まし
く，GloBE ルール導入国が参加する明確なタイ
ムライン，かつ一定の拘束性のある多国間の仕
組みの創設が望まれると同時に，これらの経験
を通じて ICAP 自体の参加国が広がることも期
待される。

Ⅳ．結語

以上，2 つの柱において現状議論されている
紛争予防・解決メカニズムの内容を概観すると
ともに，特に各国国内法による実施に向けた第
2 の柱のグローバルミニマム課税については，
解釈・適用の不一致が生じた場合の紛争解決メ
カニズムの整備が十分でないように思われるこ
と，現状の相互協議の改善の取組み，特にピア
レビューが持つ一定の意義や ICAP の仕組みの
広がりが今後の紛争予防の受皿として期待でき
ることを述べた。特に第 2 の柱のグローバルミ
ニマム課税については，各国国内法の適用・執
行の連携が十分でないまま施行が急がれ，結果
として納税者の負担の大きい紛争の増加を招か

ないかとの懸念は拭えない。過度なタックスプ
ランニングを行わず適正な納税を行っている我
が国企業がコンプライアンス負担や税務紛争対
応に苦しまないよう 58），OECD による積極的な
ガイダンスや税務当局間の協調が望まれる。例
えば仮に非拘束的であったとしても，ICAP や
第 1 の柱で予定されているパネルのような多国
間のフォーラムや専門家も含めた中立的なパネ
ルといった場の設定は，紛争予防・紛争解決の
双方の場面で有用とも考えられ，施行までの間
にこの点の改善に向けた議論が引き続き進展す
ることを期待したい。
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